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日本証券業協会 サステナブルファイナンス推進宣言

証券業界は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、持続可能な社会の実現に
貢献すべく、その社会に整合し、信頼性、透明性の高い、健全な証券市場の構築が、
我々に課せられた使命であることを認識し、次のとおり宣言いたします。

サステナブルファイナンスを、持続可能な社会実現のためのインフラストラクチャと
位置付け、証券市場が有する資金調達・供給機能等を通じて、これを推進します。

証券業界は、市場参加者におけるESG要素を含む中長期的な持続可能性
（サステナビリティ）を考慮した行動を歓迎します。

様々なステークホルダーとの積極的な協働・連携を図り、当事者意識をより一層
高め、証券業界が担うべき役割を果たします。

推進にあたり、具体的な推進方針や方向性を本宣言附属書に定めます。

2022年７月吉日 日本証券業協会
1

１

２

３



© Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved.

証券業界は、他の投資と比較してリスクとリターンなどの条件が同一又は
類似であれば、適切なリスクリターンを確保した上で、環境・社会に対して
よりポジティブなインパクトの創出を志向します。

証券業界は、着実な脱炭素への移行に貢献すべく、グリーン分野だけでな
く、排出削減が困難なセクターにおける脱炭素・低炭素投資への資金供
給（トランジションファイナンス）を推進します。

証券業界は、市場関係者のサステナブルファインナンスに関する理解や知
識の深化に寄与すべく、人材育成強化に向けた取組みを推進します。

証券業界は、個人投資家や学生等、幅広い方々に対し、サステナブルファ
イナンスに関する意義等の積極的な周知、普及・推進を図ります。

証券業界は、国内外の関係機関等ステークホルダーとの間で、サステナブ
ルファイナンス推進に関する協力・連携を更に強化し、多方面からサステナ
ブルファイナンス推進に向けた取組みを加速します。

ポジティブなインパクト
創出の志向

トランジション
ファイナンスによる

脱炭素移行への貢献

サステナブルファイナンスに
関する市場関係者の
人材育成強化

サステナブルファイナンスに
関する個人投資家等への

普及・推進

国内外の関係機関等との
協力・連携強化５
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日本証券業協会 サステナブルファイナンス推進宣言
附属書
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【目的③】
持続可能な社会と

整合的な証券市場の構築

【手段③】
サステナブルファイナンス

推進

【目的②】
サステナブルファイナンス

推進

【手段②】
附属書における

方針・方向性の浸透

【目的①】
附属書における

方針・方向性の浸透

【手段①】
附属書と整合的な
施策の遂行
（次頁以降）

目的達成の過程において、
附属書・施策は、状況・必要に応じ改訂・変更・追加される

第１段階 第２段階 第３段階

【目的①】
⇒

【手段②】

【目的②】
⇒

【手段③】

【手段②】
附属書における

方針・方向性の浸透

【手段①】
附属書と整合的な
施策の遂行

【手段①】
附属書と整合的な
施策の遂行

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書

附属書の位置付け クリーン
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サステナブルファイナンス推進宣言 附属書

現状/ポイント 問題意識 サマリー

ポジティブな
インパクト
創出の志向

トランジション
ファイナンス
による

脱炭素移行へ
の貢献

サステナブル
ファイナンスに
関する

市場関係の
人材育成強化

サステナブル
ファイナンスに
関する

個人投資家へ
の普及・推進

国内外の
関係機関等
との協力・連携

強化

2018年「ESG 金融懇談会 提言～ ESG 金融大国を目指して ～」において、リ
スク・リターンにおけるESG方針に関して「機関投資家は、21 世紀の受託者責
任の考え方の浸透とともに、利回り等の条件が同一又は類似であれば ESG

関連銘柄へ投資するなど、ESG 投資に関する方針を明確化することが望まれ
る。」といった旨が記載された。

環境省「ESG金融ハイレベル・パネル」に設置されたポジティブインパクトファイ
ナンスタスクフォースにおいて、「インパクトファイナンスの基本的考え方」が取
りまとめられ、適切なリスク・リターンを確保しつつ、環境・社会・経済にポジ
ティブなインパクトをもたらすことを意図したインパクトファイナンスを普及させ、
実践していくことが市場関係者において重要となるなど、証券業界としても、
インパクト創出志向のベクトルをより一層推進していくべきであると認識。

日本政府は2020年10月、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ
にする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。脱炭素社会の実現に向け
ては、再生可能エネルギー等の既に脱炭素の水準にある事業へのファイナンスを
促進していくことと合わせ、脱炭素社会の実現に向けて長期的な戦略に則り、着
実なGHG削減の取組を行う企業に対し、その取組を支援することを目的とした
トランジションファイナンスの重要性が増している。

トランジションファイナンスと名付けて資金調達を行う際の信頼性を確保する
こと、特に排出削減困難なセクターにおけるトランジションへの資金調達手
段・地位確立等を目的として、「クライメート・トランジション・ファイナンスに関
する基本指針」が策定されるなど、証券業界としても、この基本指針等と整
合的なトランジションファイナンスをより一層推進する必要があると認識。

金融庁「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」において、SFに係る市場
関係者の人材育成に関し、「国際的な取組みや投資家グループへの参画に際し
ては、国際的に議論できる能力や、SF分野における専門人材が課題との声が
聞こえる。」「販売業者となる証券会社等においても、ESG商品の効果が長期
に渡る特性を十分に踏まえて、顧客の側に立ったアドバイザーとなる人材の育成
強化に向けた取組みを進めていくなどが期待される。」といった旨が明記された。

証券業界においても、ESG要素を考慮した顧客へのアドバイザリー、サポート
の提供や、国際的な取組・議論に参画すべく、サステナブルファイナンス分野
における専門人材の育成が様々な施策を遂行する上でのベースとなり、優先
すべき事項であると認識。

本協会で2021年に実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」で
は、ESG投資の内容を認知している者（「ESG投資を知っており、ESG関連金
融商品に投資したことがある」「ESG投資を知っており、かつ興味もあるが、ESG
投資を行ったことはない」「ESG投資は知っているが、特に興味はない」）は約
３割であり、ESG投資の内容を知らない、そもそもESG投資を知らないといった
投資家が７割近くを占めているといった結果が示された。

金融庁「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」においても、個人を対
象とした金融経済教育に関し、「各金融商品の特性とともにサステナブルファ
イナンスの意義についても理解が深まるよう、金融庁及び業界団体・事業者
の取組みが期待される。」旨が明記されており、証券業界としても幅広い投
資家層へのサステナブルファイナンスの浸透を図るべく、個人投資家に対する
サステナブルファイナンスの普及・推進が課題と認識。

日本証券業協会では、グリーンボンド市場等の動向について日本市場関係者
の理解を深め、日本市場の課題等を探る機会として、国際資本市場協会
（ICMA）との共催で、毎年、グリーン／ソーシャルボンド・コンファレンスを開催
している。また、同カンファレンスの前日には、発行体を対象としたセミナー「エグ
ゼクティブ研修コース」を開催、ICMAグリーン／ソーシャルボンド原則日本語版
を作成するなど、関係機関等との積極的な連携に取り組んでいる。

ICMAとの連携のみならず、IFRS財団による国際サステナビリティ基準審議
会（ISSB）に係る意見発信、環境省、金融庁、経済産業省をはじめとす
る関係省庁との連携、GFANZ等国際的イニシアチブへの協力可能性検討
等、証券業界を取り巻くステークホルダーは国内外・官民問わず数多く存在
し、サステナブルファイナンス推進に向けた連携強化の必要性を認識。
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サステナブルファイナンス推進宣言 附属書

アクション プラン サマリー

1. ICMAウェブサ
イト及び日証協
HP上公表想定

2. 日証協HP上で
の公表を想定

1. （市場関係者向け）経済産業省を中心に公表されている分野別ロードマップに関する市場関係者
を対象とした勉強会を開催する。

2. 本協会国際部が事務局を務める「アジア証券人フォーラム（ASF）」のトランジション・ファイナンス
に関するスタディグループでアジア域内トランジション・ファイナンスの状況に関し情報共有を図る。

3. ICMAとのイベントを始め、トランジション・ファイナンスに関する各種発信を検討する。

1. 2022年度中
を想定

2. 2022年度中
を想定

1. （発行体向け）ICMAとの研修プログラムを継続するにあたり、SDGs債の発行体にとってより有
意義となるよう内容の見直し等を検討する。

2. （証券会社向け）本協会が発行・公表する「SDGsに貢献する金融商品に関するガイドブック」の
内容を最新の内容となるように改定を行う。

1. 2022年度中
開催予定

2. 2022年3月
改定・公表済

1. オンライン想定
状況に応じハイ
ブリッド検討

2. 日証協HP上に
公開

1. 発行体のインパクトレポーティング作成に資するよう、ICMA「HarmonisedFramework for
Impact Reporting」等の翻訳、公表を検討する。

2. 本協会ホームページにインパクトファイナンス、インパクトレポーティングの各イニシアティブ（GIIN、
GSG、IMP、ISSB等）が公表する実際のツール、非財務報告フレームワーク（SASB、GRI
等）が公表するガイドライン等へのポータルサイトの開設を検討する。

1. 2022年４月
以降順次開催

2. 2022年度中
3. 2022年度中

1. オンライン開催
2. オンラインによる

情報共有想定
3. 本協会ウェブサ

イトの利用

1. 日証協HP上で
の公表を想定

2. 日証協HP上で
の公表を想定

1. 2022年度中
を想定

2. 2022年度中
を想定

1. 本協会ホームページの個人投資家向けサイト「投資の時間」内に、サステナブルファイナンスの意義
等について理解に資するようなコンテンツを検討する。

2. 個人投資家へのESG投資等の浸透状況により、将来的には、個人投資家による上場株式への
ESG投資等の手法や事例の収集・公表等を検討する。

各会議体等において
逐次協力・発信を行
う

2022年度中に順
次実施

1. サステナビリティ報告に係る基準の策定に関し、証券業界として適切な意見発信を行う。＜本委員
会下部に「サステナビリティ基準ＷＧ」を設置済＞

2. JPX「サステナブルファイナンス環境整備検討会」におけるESG関連プラットフォーム等の施策に対し、
積極的に連携・協力を図る。

3. サステナブルファイナンスに関する現状の課題、内外の動向等については関係者間で意見交換を行
い、必要に応じて、当局等に対して意見発信等も検討する。

4. サステナブルファイナンスに関する取組み等は、関係省庁、GFANZ等の内外の各ステークホール
ダーのイニシアティブ等との必要な連携も留意しつつ検討する。

5. 引き続き、ICMAとの連携を継続する。

5

ポジティブな
インパクト
創出の志向

トランジション
ファイナンス
による

脱炭素移行へ
の貢献

サステナブル
ファイナンスに
関する

市場関係の
人材育成強化

サステナブル
ファイナンスに
関する

個人投資家へ
の普及・推進

国内外の
関係機関等
との協力・連携

強化
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2018年「ESG 金融懇談会提言～ ESG 金融大国を目指して ～」において、
リスク・リターンにおけるESG方針に関して「機関投資家は、21 世紀の受託
者責任の考え方の浸透とともに、利回り等の条件が同一又は類似であれば
ESG 関連銘柄へ投資するなど、ESG 投資に関する方針を明確化すること
が望まれる。」といった旨が記載された。

環境省「ESG金融ハイレベル・パネル」に設置されたポジティブインパクトファ
イナンスタスクフォースにおいて、「インパクトファイナンスの基本的考え方」が
取りまとめられ、適切なリスク・リターンを確保しつつ、環境・社会・経済にポジ
ティブなインパクトをもたらすことを意図したインパクトファイナンスを普及させ、
実践していくことが市場関係者において重要となるなど、証券業界としても、
インパクト創出志向のベクトルをより一層推進していくべきであると認識。

ポジティブなインパクト
創出の志向１

1. ICMAウェブサイト及び
日証協HP上での公表
を想定

2. 日証協HP上での公表
を想定

1. 発行体のインパク ト レ ポー テ ィ ン グ作成に資するよ う 、 ICMA
「HarmonisedFramework for Impact Reporting」等の翻訳、
公表を検討する。

2. 本協会ホームページにインパクトファイナンス、インパクトレポーティングの各
イニシアティブ（GIIN、GSG、IMP、ISSB等）が公表する実際のツール、
非財務報告フレームワーク（SASB、GRI等）が公表するガイドライン等
へのポータルサイトの開設を検討する。

1. 2022年度中を想定

2. 2022年度中を想定

6

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
１．ポジティブなインパクト創出の志向 施策

証券業界は、他の投資と比較してリスクとリターンなどの条件が同一又は
類似であれば、適切なリスクリターンを確保した上で、環境・社会に対して
よりポジティブなインパクトの創出を志向します。

現状/ポイント 問題意識

具体的対応施策 時 期 公表箇所等
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日本政府は2020年10月、2050年までに温室効果ガスの排出を全体として
ゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。脱炭素社会の実
現に向けては、再生可能エネルギー等の既に脱炭素の水準にある事業への
ファイナンスを促進していくことと合わせ、脱炭素社会の実現に向けて長期的
な戦略に則り、着実なGHG削減の取組を行う企業に対し、その取組を支援
することを目的としたトランジションファイナンスの重要性が増している。

トランジションファイナンスと名付けて資金調達を行う際の信頼性を確保する
こと、特に排出削減困難なセクターにおけるトランジションへの資金調達手
段・地位確立等を目的として、「クライメート・トランジション・ファイナンスに関
する基本指針」が策定されるなど、証券業界としても、この基本指針等と整
合的なトランジションファイナンスをより一層推進する必要があると認識。

トランジション
ファイナンスによる

脱炭素移行への貢献
２

1. オンライン開催を予定

2. オンラインによる情報共
有を想定

3. 本協会ウェブサイトの利
用を想定

1.（市場関係者向け）経済産業省を中心に公表されている分野別ロードマッ
プに関する市場関係者を対象とした勉強会を開催する。

2.本協会国際部が事務局を務める「アジア証券人フォーラム（ASF）」のトラ
ンジション・ファイナンスに関するスタディグループでアジア域内におけるトラン
ジション・ファイナンスの状況に関し情報共有を図る。

3. ICMAとのイベントを始め、トランジション・ファイナンスに関する各種発信を
検討する。

1. 2022年以降、経済
産業省等協力の下順
次開催

2. 2022年度中実施想
定

3. 2022年度中実施想
定

7

具体的対応施策 時 期 公表箇所等

証券業界は、着実な脱炭素への移行に貢献すべく、グリーン分野だけでな
く、排出削減が困難なセクターにおける脱炭素・低炭素投資への資金供
給（トランジションファイナンス）を推進します。

現状/ポイント 問題意識

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
２．トランジションファイナンスによる脱炭素移行への貢献 施策
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金融庁「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」において、SFに係る市
場関係者の人材育成に関し、「国際的な取組みや投資家グループへの参画
に際しては、国際的に議論できる能力や、SF分野における専門人材が課題
との声が聞こえる。」「販売業者となる証券会社等においても、ESG商品の
効果が長期に渡る特性を十分に踏まえ顧客の側に立ったアドバイザーとなる
人材育成強化に向けた取組みが期待される。」といった旨が明記された。

証券業界においても、ESG要素を考慮した顧客へのアドバイザリー、サポー
トの提供や、国際的な取組・議論に参画すべく、サステナブルファイナンス分
野における専門人材の育成が様々な施策を遂行する上でのベースとなり、
優先すべき事項であると認識。

サステナブルファイナンスに
関する市場関係者の
人材育成強化

３

1. オンライン想定（状況に
応じてハイブリッドを検
討）

1. 日証協HP上に公開

1. （発行体向け）ICMAとの研修プログラムを継続するにあたり、SDGs債
の発行体にとってより有意義となるよう内容の見直し等を検討する。

2. （証券会社向け）本協会が発行・公表する「SDGsに貢献する金融商品
に関するガイドブック」の内容を最新の内容となるように改定を行う。

1. 2022年度中開催予
定

2. 2022年3月改定・公
表済
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具体的対応施策 時 期 公表箇所等

証券業界は、市場関係者のサステナブルファインナンスに関する理解や知
識の深化に寄与すべく、人材育成強化に向けた取組みを推進します。

現状/ポイント 問題意識

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
３．サステナブルファイナンスに関する

市場関係者の人材育成強化 施策
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本協会で2021年に実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」
では、ESG投資の内容を認知している者（「ESG投資を知っており、ESG
関連金融商品に投資したことがある」「ESG投資を知っており、かつ興味もあ
るが、ESG投資を行ったことはない」「ESG投資は知っているが、特に興味は
ない」）は約３割であり、ESG投資の内容を知らない、そもそもESG投資を
知らないといった投資家が７割近くを占めているといった結果が示された。

金融庁「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」において、個人を対象
とした金融経済教育に関し、「各金融商品の特性とともにサステナブルファイ
ナンスの意義についても理解が深まるよう、金融庁及び業界団体・事業者の
取組みが期待される。」旨が明記されており、証券業界としても幅広い投資
家層へのサステナブルファイナンスの浸透を図るべく、個人投資家に対するサ
ステナブルファイナンスの普及・推進が課題と認識。

サステナブルファイナンスに
関する個人投資家への

普及・推進
４

1. 日証協HP上での公表
を想定

2. 日証協HP上での公表
を想定

1. 本協会ホームページの個人投資家向けサイト「投資の時間」内に、サステナ
ブルファイナンスの意義等について理解に資するようなコンテンツを検討する。

2. 個人投資家へのESG投資等の浸透状況により、将来的には、個人投資家
による上場株式へのESG投資等の手法や事例の収集・公表等を検討する。

1. 2022年度中を想定

2. 2022年度中を想定
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具体的対応施策 時 期 公表箇所等

証券業界は、個人投資家に対し、サステナブルファイナンスに関する意義
等の積極的な周知、普及・推進を図ります。

現状/ポイント 問題意識

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
４．サステナブルファイナンスに関する

個人投資家への普及・推進 施策
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日本証券業協会では、グリーンボンド市場等の動向について日本市場関係
者の理解を深め、日本市場の課題等を探る機会として、国際資本市場協
会（ICMA）との共催で、毎年、グリーン／ソーシャルボンド・コンファレンス
を開催している。また、同カンファレンスの前日、発行体を対象としたセミナー
「エグゼクティブ研修コース」を開催、ICMAグリーン／ソーシャルボンド原則
日本語版を作成するなど、関係機関等との積極的な連携に取り組んでいる。

ICMAとの連携のみならず、IFRS財団による国際サステナビリティ基準審議
会（ISSB）に係る意見発信、環境省、金融庁、経済産業省をはじめとす
る関係省庁との連携、GFANZ等国際的イニシアチブへの協力可能性検討
等、証券業界を取り巻くステークホルダーは国内外・官民問わず数多く存在
し、サステナブルファイナンス推進に向けた連携強化の必要性を認識。

国内外の関係機関等との
協力・連携強化５

各会議体等において逐次協
力・発信を行う

1. サステナビリティ報告に係る基準の策定に関し、証券業界として適切な意見
発信を行う。＜本委員会下部に「サステナビリティ基準ＷＧ」を設置済＞

2. JPX「サステナブルファイナンス環境整備検討会」におけるESG関連プラット
フォーム等の施策に対し、積極的に連携・協力を図る。

3. サステナブルファイナンスに関する現状の課題、内外の動向等については関
係者間で意見交換を行い、必要に応じて、当局等に対して意見発信等も
検討する。

4. SFに関する取組み等は、関係省庁、GFANZ等の内外の各ステークホール
ダーのイニシアティブ等との必要な連携も留意しつつ検討する。

5. 引き続き、ICMAとの連携を継続する。

2022年度中に順次実施
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具体的対応施策 時 期 公表箇所等

証券業界は、国内外の関係機関等ステークホルダーとの間で、サステナブ
ルファイナンス推進に関する協力・連携を更に強化し、多方面からサステナ
ブルファイナンス推進に向けた取組みを加速します。

現状/ポイント 問題意識

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
５．国内外の関係機関等との協力・連携強化 施策
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サステナブルファイナンス推進宣言 附属書

アクション プラン PDCAサイクル方針 クリーン

Act Plan

DoCheck

本書にて当面のアクションプラン
 具体的対応施策
 施策実施予定時期
 施策実施公表箇所等

を計画

本協会事務局において
国内外の関係機関等

ステークホルダーと連携協力の上
アクションプランを実行

本協会会議体
（サステナブルファイナンス

推進委員会等）
においてアクションプランの

効果を検証

検証結果を元に
附属書・当面のアクションプランにつき

状況・必要に応じ
改訂／変更／追加等の

更新を実施
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日本証券業協会「サステナブルファイナンス推進宣言」（案）
宣言発信の検討趣旨

宣言発信の検討趣旨

本協会はこれまで、証券業を通じ社会的課題解決に貢献するため、本委員会の設置による施

策、例えば「SDGs債」統計情報の定期的な作成・公表、ロゴマークの作成、SDGsに貢献する金

融商品のガイドブック作成、関連施策としてICMAと連携した国際イベント等の開催、ICMA関連

資料の翻訳等、様々な形でサステナブルファイナンスの推進に取り組んできたところである。

昨今、様々なステークホルダーによるサステナブルファイナンスの検討が進む中、今般、証券業界に

おいても、サステナブルファイナンスの推進に関し、証券業界が歩むべき一定の方針やスタンスについ

て、「サステナブルファイナンス推進に関する宣言」という形で広く金融資本市場に示すことにより、証

券業を通じた社会的課題解決をより一層加速し、もって持続可能な社会に貢献すべく、別紙の宣

言発信を検討したい。
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【参考】
日本証券業協会「ＳＤＧｓ宣言」

１．貧困、飢餓をなくし地球環境を守る取組み

- 証券市場が有する資金調達・供給機能等を通じて、社会課題の解決を目指します。

２．働き方改革そして女性活躍支援を図る取組み

- ワーク・ライフ・バランスの推進等を通じて、働きがいのある職場づくりを目指します。

３．社会的弱者への教育支援に関する取組み

- 様々な環境に置かれている子ども達への支援等を通じて、あらゆる機会を平等に与えら

れる社会の実現を目指します。

４．ＳＤＧｓの認知度及び理解度の向上に関する取組み

- 本協会及び会員証券会社の役職員のＳＤＧｓに関する当事者意識を高めるとともに

、国内外におけるＳＤＧｓに対する認知度及び理解度の向上を目指します。

以上

日本証券業協会は、国際連合が提唱する国際社会全体の目標であるＳＤＧｓ（持続可能な
開発目標）の達成に貢献するとともに、証券業自らも持続的な成長を目指し、次の通り宣言い
たします。

2018年３月22日
日本証券業協会
会長 鈴木 茂晴



【参考】
関連団体における宣言／声明等

全国銀行協会「カーボンニュートラルの実現に向けた全銀協イニシアティブ」より抜粋
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【参考】
関連団体における宣言／声明等

全国銀行協会「カーボンニュートラルの実現に向けた全銀協イニシアティブ」より抜粋
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【参考】
関連団体における宣言／声明等

社会変革推進財団(SIIF)「インパクト志向金融宣言」本文

1. 金融機関が社会から期待されている役割を果たすためには、その経営においてインパクト志向を持つことの重要性を理解して
おり、インパクト志向の投融資（注1）を各参加金融機関において実践するように取り組んでいく。

2. 金融機関がその投融資活動を通じて生み出すインパクトを可視化し、投資戦略や投資判断に活用しインパクト創出に向け
た努力を継続することが必要であると考えており、IMM（注2）を伴う投融資活動や金融商品の提供を推進する。

3. 以上の取り組みに関して、それぞれの組織の状況に応じて自らの計画を策定したうえで、実践されたベストプラクティスや推進
上の課題を署名者間で共有・議論することを通じて、この活動が持続的に発展できるように運営していく。

4. IMMの質の向上やインパクト志向の投融資の量的拡大に向けて、署名金融機関のワーキングレベルで、意見・情報交換お
よび必要な調査研究など、協調的な活動を行っていく。

5. 本宣言に参加していない金融機関を含む我が国の金融業界全般にインパクト志向の金融機関経営の在り方やIMMの取り
組みが波及していくように協調して活動を行う。

6. 海外で取り組まれているインパクト志向の投融資やIMMの推進にかかるイニシアティブに意欲的に参加し、国際的なインパク
ト志向の投融資の推進に貢献するとともに、我が国からの発信を積極的に行っていく。

7. この活動を、我が国金融業界が、自律的にインパクト志向の投融資を持続的に発展させることができるようになるまで継続す
る。

注１. ここで言う「インパクト志向の投融資」とは、GSG国内諮問委員会の定義する「インパクト投資」と同義である。融資・債券・上場株式・未公開株式などあらゆる金融形態を含む。
注２. 「インパクトの測定・マネジメント（IMM）」とは、金融機関がその投融資活動を通じて生み出すインパクトを測定して可視化するとともに、戦略の策定や投資先とのエンゲージメントを通じて創出
されるインパクトを管理することを言う。
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【参考】
関連団体における宣言／声明等

社会変革推進財団(SIIF)「インパクト志向金融宣言」署名機関一覧
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